
景観重要樹木に関する報告 
 

①前回景観審議会までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

②景観重要樹木の指定 
 

 

 

 

 

 

 

③管理協定の締結 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④樹木医による簡易診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤今後の流れ 

 

 

 
 

所有者の承諾 (景観法第 28 条第 2 項) 

指定（法第 28 条第 1 項）、告示（条例第 27 条第 2 項） 

完了実績報告の申請（要綱第８条） 

景観重要樹木の指定の意見聴取（景観条例第 27 条第 1 項） 

歴史的まちなみ保全基金条例による助成決定＜定額補助＞ 

平成 29年度第 1回景観審議会にて諮問 

図書縦覧（都市計画課） 

管理協定の告示・縦覧 (法第 39 条第 1 項、法規則第 17 条) 

 

 管理者と締結した協定書を公告・縦覧 

管理協定に基づき助成（５年に 1 回） 

樹木医による樹木診断（簡易報告書の作成・外観診断） 所有者と業務契約の締結 

報告書等の添付。請求書も同時提出 

H29.4.17 

H29.6.16 

H29.7.3 

H29.10.3 

H29.9.14 

管理協定（案）の公告縦覧(法第 37 条第 1 項、法規則 16 条) 

 

管理協定の締結（締結期間は５年間） 

 

管理協定の縦覧２週間、意見書提出期間 H29.8.1 

H29.8.15 

所有者より樹木医の診断助成申請（交付金要綱第 6 条） 

 

 見積書、事業計画提出 H29.9.5 

歴史的町並み保全基金運営委員会による審査（要綱第 7 条） 交付申請後、委員会にて決定 H29.9.14 

所有者による日常管理 剪定・予防等による滅失又は枯死防止 

平成 29年度第 2回岸和田市景観審議会 

（平成 29年 11月 15日（水）） 

資料 3 

樹木医による簡易診断の様子 

景観重要樹木指定授与式 H29.7.24 
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岸和田市景観重要樹木のシンボルマーク選定概要 

景観法に基づく景観重要樹木3本指定（平成29年7月3日告示） 
【奥家の椋（阿間河滝町）】 【塔原町のサクラ】 【吉井町のエノキ】 

 大阪府内初の取り組みであり、景観重要樹木は、本市及び地域の景観形成のシンボルとしての活用
や広く市民等への啓発行うこと、シティセールスへの寄与が期待されることから、より樹木に親しみを
持ってもらうこと目的とし、シンボルマークを検討しました。 
 マークについては、市民参画・広報周知のため、募集を実施しました。 

シンボルマーク選定の経過 

景観重要樹木の指定 

（7月3日） 

シンボルマークの募集 

（7月3日～7月31日） 

岸和田市 

環境デザイン委員会 

による選考（8月21日） 

シンボルマークの選定 
広報・啓発資料としての

活用 

スケジュール 

募集内容 
・テーマ「景観重要樹木」（良好な景観の形成に重要な樹木）のイメージにふさわしいシンボルマーク。  
・ 誰でもわかりやすく、親しみやすいものであること。  
・ 応募者が制作した未発表かつ自作の作品であり、他に類似するものがないこと。  

募集結果 

景観重要樹木の指定 

シンボルマーク選定の目的 

応募全15作品 
 
      内訳 

市内在住 6名 

市外在住 9名 

選定作品 

選考経過 
・岸和田市環境デザイン委員会委員により「コンセプト」、 
 「独創性」、「デザイン」、「ストーリー性」、「その他」事項に 
 ついて採点を実施、評価点と協議の結果より本作品が 
 選考されました。 

応募者 ： 東大阪市  駒井 瞭氏 

広報ほか 景観重要樹木広報ポスター、樹木標識、各種広報（HP、プレス発表等）・啓発資料にて活用 
選定作品応募者に対し、感謝状贈呈 

男性 10名 

女性 5名 

募集における広報 
・市HP、広報紙、Facebook、公共施設チラシ配架  
・大阪ミュージアム「いいデザイン100プロジェクト」協賛事業登録。 
 事業に参画するクリエイター、 デザイナー約8,000名に一斉周知。 
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